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健
康
診
査
費
用
を 

助
成
し
ま
す 

国
民
年
金
保
険
料 

免
除
申
請
の
お
知
ら
せ 

優
良
団
体
・
個
人
を 

表
彰
し
ま
し
た 

危
険
物
安
全
協
会
総
会 

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ
 

広報たかはま H20.7.1

     　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
が
病
気
を
早
期
発
見
し
、
健
康

へ
の
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
今
年
度
よ
り
検
診
項
目
を
拡
大

し
て
健
康
診
査
費
用
（
自
己
負
担
分
）

の
助
成
を
行
い
ま
す
。 

 
検
診
種
目
と
対
象
者
は
次
の
と
お

り
で
、
該
当
す
る
方
に
は
6
月
下
旬

に
お
知
ら
せ
と
利
用
券
を
保
健
福
祉

グ
ル
ー
プ
か
ら
の
検
診
票
に
同
封
し

て
送
付
し
ま
す
。 

検
診
種
目
 

漓
市
立
病
院
の
総
合
検
診
 

滷
成
人
ド
ッ
ク
 

③
胃
検
診
 

④
大
腸
検
診
 

⑤
乳
腺
検
診
 

⑥
肺
（
喀
痰
）
検
診
 

⑦
子
宮
（
頸
部
）
検
診
 

対
象
者
 

　
４０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
（
４０

歳
の
方
は
、
誕
生
日
以
降
に
受
診
さ

れ
た
場
合
、
７４
歳
の
方
は
７５
歳
の
誕

生
日
前
日
ま
で
に
受
診
さ
れ
た
場
合

が
対
象
と
な
り
ま
す
） 

　
漓
〜
③
の
検
診
に
つ
い
て
は
一
定

条
件
に
よ
り
助
成
金
額
が
異
な
り
ま

す
。 

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
届
け
す
る

お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

　
検
診
を
希
望
す
る
方
は
、
市
内
の

実
施
医
療
機
関
に
予
約
を
し
、
指
定

さ
れ
た
日
時
に
利
用
券
を
持
参
し
て

検
診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

　
基
本
健
康
診
査
に
つ
い
て
は
平
成

２０
年
度
か
ら
特
定
健
康
診
査
に
変

わ
り
、
自
己
負
担
分
が
無
料
と
な
っ

た
た
め
、
費
用
助
成
の
対
象
か
ら
外

れ
ま
し
た
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２１６
・
２６１
） 

            　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
免
除
要
件
に

よ
り
全
額
免
除
・
半
額
免
除
・
4
分

の
１
免
除
・
4
分
の
3
免
除
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。 

　
申
請
す
る
方
は
、
7
月
か
ら
申
請

が
で
き
ま
す
。 

　
免
除
申
請
期
間
は
、
7
月
か
ら
翌

年
の
7
月
ま
で
の
間
、
い
つ
で
も
で

き
ま
す
が
、
受
付
期
間
が
長
い
分
申

請
忘
れ
も
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
で

き
る
だ
け
早
く
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。 

　
ま
た
、
若
年
者
（
３０
歳
未
満
）
を

対
象
と
し
て
、
本
人
と
配
偶
者
の
所

得
で
猶
予
の
判
断
を
す
る
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」、
大
学
生
・
専
門

学
校
生
な
ど
の
学
生
を
対
象
と
す
る

「
学
生
納
付
特
例
」
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
猶
予
で
す
の
で
免
除
は

さ
れ
ま
せ
ん
。
一
部
納
付
す
る
場
合

は
、
次
の
保
険
料
額
（
月
額
）
の
納

付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

※
未
納
の
場
合
一
部
免
除
が
無
効
に

な
り
ま
す
。
　
 

・
4
分
の
3
免
除
　
3
，
6
0
0
円
 

・
2
分
の
1
免
除
　
7
，
2
1
0
円
 

・
4
分
の
1
免
除
　
1
万
8
1
0
円

対
象
と
な
る
方
 

漓
所
得
の
少
な
い
方
 

②
失
業
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
た
と
き

（
離
職
票
な
ど
の
写
し
が
必
要
） 

③
事
業
の
休
止
ま
た
は
廃
止
に
よ
り

離
職
者
支
援
資
金
貸
付
制
度
に
よ

る
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き

（
貸
付
決
定
通
知
書
の
写
し
が
必

要
） 

免
除
期
間
の
取
り
扱
い
　
保
険
料
が

未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
の
未

納
と
な
っ
て
い
る
期
間
は
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。 

　
　
免
除
を
受
け
る
と
、
全
額
免
除

は
免
除
を
受
け
た
期
間
の
3
分
の

１
、4
分
の
3
免
除
は
2
分
の
１
、

半
額
免
除
は
3
分
の
2
、4
分
の

１
免
除
は
6
分
の
5
が
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
額
と
し
て
反
映
さ
れ

ま
す
。 

そ
の
他
　
免
除
期
間
中
の
納
付
免
除

を
受
け
た
分
の
保
険
料
は
、
１０
年

以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
2
年
を

経
過
し
た
分
の
保
険
料
は
当
時
の

保
険
料
に
加
算
額
を
上
乗
せ
し
た

額
が
追
納
額
に
な
り
ま
す
。 

申
請
免
除
に
必
要
な
も
の
　
年
金
手
 

　
帳
、
印
鑑
 

※
平
成
２０
年
１
月
2
日
以
降
高
浜
市

に
転
入
し
た
方
は
、
申
請
者
と
そ

の
配
偶
者
お
よ
び
そ
の
世
帯
の
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
平
成
１９
年
分
所

得
（
課
税
）
証
明
書
（
所
得
額
・

控
除
額
の
わ
か
る
も
の
）
が
必
要

で
す
。 

※
今
年
度
・
前
年
度
の
失
業
に
よ
り

申
請
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
な
ど
が
必
要
で
す
。 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２１９
・
２６２
） 

市
 
□
 

市
 
□
 

      　
5
月
２０
日
に
女
性
文
化
セ
ン
タ
ー

で
高
浜
市
危
険
物
安
全
協
会
の
総
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
席
上
で
、
危
険
物
施
設
の
安

全
管
理
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
団
体
、

個
人
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。 

高
浜
市
危
険
物
安
全
協
会
会
長
表
彰
 

（
団
体
表
彰
） 

株
式
会
社
吉
浜
石
油
 

有
限
会
社
水
作
製
瓦
 

イ
ビ
ケ
ン
ウ
ッ
ド
テ
ッ
ク
株
式
会
社
 

株
式
会
社
ス
ギ
ヤ
ス
 

有
限
会
社
ト
モ
エ
 

（
個
人
表
彰
） 

尾
上
洋
司
（
日
本
ペ
イ
ン
ト
株
式
会

社
愛
知
工
場
） 

中
村
基
昭
（
大
基
建
設
株
式
会
社
） 

都
築
香
（
株
式
会
社
三
共
水
産
） 

大
見
喜
久
夫
（
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
テ

ク
ト
田
戸
岬
工
場
） 

穴
井
好
博
（
合
資
会
社
小
島
屋
） 

社
団
法
人
　
愛
知
県
危
険
物
安
全
協

会
連
合
会
長
表
彰
 

株
式
会
社
フ
コ
ク
愛
知
工
場
 

 問
合
せ
先
 

　
高
浜
消
防
署
予
防
係
 

　
蕁
５２‐1
1
9
0（
内
線
５１
） 

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
 


